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１【提出理由】

当社に対して2018年12月13日付にて提起され、2021年3月30日付にて控訴された訴訟について、知的財産高等裁判所

より判決（以下、「本判決」といいます。）の言渡しを受けたため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容

等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 当該控訴の提起があった年月日

（一審）　　　　東京地方裁判所　　　　　2018年12月13日

（控訴審）　　　知的財産高等裁判所　　　2021年３月30日

（判決日）　　　　　　　　　　　　　　　2025年５月27日

 
(2) 当該控訴を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

①名称　　　　　　東レ株式会社

②住所　　　　　　東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

③代表者の氏名　　代表取締役社長 大矢 光雄

 
(3) 当該控訴の内容及び判決による損害賠償命令額

①控訴の内容

当社は、東レ株式会社より、2018年12月13日付にて経口そう痒症改善剤ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フ

ソー」（以下、「本製品」といいます。）に関する特許権侵害差止等請求訴訟を東京地方裁判所に提起されまし

た。その後、東京地方裁判所は東レ株式会社の請求を棄却する判決を下したため、2021年3月30日、東レ株式会社

はこれを不服とし、知的財産高等裁判所に控訴いたしました。

②判決による損害賠償命令額

74億7,287万8,838円及びこれに対する遅延損害金

 
(4) 今後の見通し

本判決に伴って、2025年３月期決算数値において、修正後発事象として、訴訟関連損失引当金繰入額87億44百

万円を2024年度の特別損失として計上いたします。

控訴審における請求金額の大半を認容する判断がなされたことは誠に遺憾であり、当社のこれまでの主張に照

らしあわせると到底承服できかねるものであります。今後の対応につきましては、本判決の内容を早急に精査

し、最高裁判所へ上告する準備を進めてまいります。

なお、当該特許は既に満了しているため、当社による本製品の製造販売については、本件訴訟の影響も含めて

何ら問題はなく、引き続き本製品の安定供給に努めてまいります。
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